（第１号様式１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年　　月　　日地区まち協⇒社協

社会福祉法人　いちき串木野市社会福祉協議会会長様

名　称　　　地区まちづくり協議会　
　　　　　　会長名　　　　　　　　　　印
　
令和７年度 地区社会福祉協議会育成事業交付金
交　付　申　請　書　兼　請　求　書

令和７年度において地区社会福祉協議会育成事業を実施するので交付金を申請し請求します。

交付金申請及び請求額　　金　　　　　　　円

１．交付金の内訳（１）地区まちづくり協議会社協活動事業交付金　　　　　　　円
（２）地域福祉ネットワーク事業交付金　　　　　　　円
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[bookmark: _Hlk200812190]※世帯数は、前年度社協会費納入世帯数
	振込口座　（地区名）
	地区まちづくり協議会
	口座変更の場合　記入

	金融機関名
	鹿児島銀行
	

	支店・支所出張所名
	串木野支店
	

	口座番号
	普通　NO.
	

	フリガナ
	チクマチヅクリキョウギカイ
	


　※口座が変更の場合は、右の欄にご記入ください。

[bookmark: _Hlk137031642]【申請提出書類】―必須―
１．令和７年度地区社協育成事業交付金交付申請書兼請求書（第１号様式１）
２．令和７年度地区社協活動計画書・予算書（第１号様式２）
３．地区社会福祉協議会規約（第１号様式３）
４．令和７年度生活支援が必要な者の実態・ニーズ把握調査（第１号様式４）
５．公民館地域福祉活動（報告書・計画書）（第１号様式５）

【生活支援等話し合い・生活支援を実施する場合】―任意選択―
６．生活支援等話し合い・生活支援実施事業　申請書兼請求書（第２号様式１）

（第１号様式２）
地区まち協⇒社協

令和７年度　地区社協活動計画書・予算書


（　中央　地区まちづくり協議会）
〇令和７年度生活支援が必要な者の実態・ニーズ把握（地区内合計）
①　生活支援の必要性があると思われる方の人数　　　（　　　名）　
※1号様式4の表の人数　地区内合計

➁　①のうちすでに生活支援を実施している方の人数　（　　　名）
※1号様式４の表の人数のうち「生活支援実施状況」の欄が「実施」の方の地区内合計

〇令和７年度　地区社協活動計画書
	年月・頻度
	事　業　内　容
	実施者
	　実施場所

	例　11/5
	地区福祉部会
	地区まち協
	○○地区交流センター

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



〇令和７年度　　　地区社協活動予算書
	収入項目
	収入予算（円）
	摘　要

	地区まちづくり協議会活動交付金
	
	地区社協活動交付金

	地域福祉ネットワーク事業交付金
	
	

	生活支援等話し合い・生活支援実施交付金
	
	生活支援会話合交付金

	その他の収入
	
	

	合　計
	
	


	支出項目
	支出予算（円）
	摘　要

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合　計
	
	





　　　　　　地区社会福祉協議会規約地区まち協⇒社協
（第１号様式３）

（設　置）
第1条　　　　地区まちづくり協議会に　　　　　地区社会福祉協議会（以下「地区社協」という。）を設置し、事務所を　　　　　　　　　　　　に置く。
（目　的）
第２条　地区社協は、地区内の住民が連帯協力して地区民の福祉を推進し、その人らしく笑顔で暮らせる福祉のまちづくりを目指すことを目的とする。
（組　織）
第３条　地区社協に、前条の事業を推進するため福祉部を結成し、部員を置く。
２　地区の部員の構成は次のとおりとし、まちづくり協議会会長が地区内の公民館長会議の承認を経て任命する。
　(1)　地区内の公民館長
　(2)　地区内の民生・児童委員
　(3)　女性(部)代表
　(4)　在宅福祉アドバイザー
　(5)　福祉関係者（団体）等
　(6)　地区住民代表等
３　地区内に福祉ネットワーク事業を実施する公民館を支部として指定し、支部部員を置き、支部（公民館）において事業を実施ことができる。
（事　業）
第４条　地区社協は、第２条の目的を達成するため地区内の公民館と連携及び協力を得ながら、次の事業を行う。
(1)　地区まちづくり協議会社協活動事業（地区まち協)
ア．いちき串木野市社会福祉協議会の連絡窓口
[bookmark: _Hlk104803768]　　イ．地区内の生活支援が必要な者の実態把握
ウ.　次号の地域福祉ネットワーク事業の育成指導及び拡大促進
(2)　地域福祉ネットワーク事業（支部公民館等）
　ア．公民館等（支部）と連携及び協力を得ながら地域福祉活動の実施
イ．地区内の生活支援が必要な者の実態及び福祉ニーズの把握
ウ．上記イを踏まえ、生活支援等を検討するための話し合いの開催
エ．上記イとウを踏まえた生活支援※の実施　

※いちき串木野市の生活支援項目（①屋内の掃除、➁屋外の掃除、③ゴミ出し、④洗濯、⑤布団干し・取り込み、➅衣類の整理・補修、⑦調理、⑧買い物、⑨戸締り、⑩環境整備（電球や電池の交換、灯油の持つ運び等）⑪外出、⑫話し相手）



（経費及び庶務）
第５条　地区社協の経費は、社会福祉協議会交付金及びその他の収入をもって充てる。また、まちづくり協議会会長は、第４条の地域福祉ネットワーク事業を行う公民館に予算の範囲内で育成費を交付することができる。
２．地区社会福祉協議会交付金は、県や市等から助成を受けて行っている活動やその活動により助成を受けている団体及び個人に、重複して充当しないものとする。
３．地区社協の庶務はまちづくり協議会が行う。
４．支部（公民館）の庶務は公民館が行う。
（その他）
第６条　この規約に定めるもののほか、必要な事項は、まちづくり協議会会長が別に定める。


附　　則
この規約は、令和７年４月１日から施行する。



















[bookmark: _Hlk105432913]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年　　月　　日地区まち協⇒社協
（第２号様式１）

社会福祉法人いちき串木野市社会福祉協議会会長殿


まち協名称　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　会　長　名　　　　　　　　　　　　  　印

令和７年度地区社会福祉協議会交付金
～地域福祉ネットワーク事業～
生活支援等話し合い・生活支援実施事業　申請書兼請求書
　　　　　
令和７年度において地区社会福祉協議会育成事業生活支援等話し合い・生活支援を実施するので交付金を申請し、請求します。
 
□　生活支援等に関する話し合い（最低年４回以上）
　実施公民館名　世帯数は前年度社協会費納入数（第１号様式１）を参考にしてください。
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　　交付金額　合計（　　　）世帯×50円＝　　　　　　円
交付金申請及び請求額　　　　　　　　　　　　　　円


